
令和7年4月21日

技術管理課
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土木部専門研修（用地初任者）

土木事業の基礎

～事業目的を共有し、円滑な用地交渉を行うために～



講義の概要

講義の目的

講義のポイント

土木部事業の用地事務を進めるために必要な土木事業の
概要及び土木用語の基礎知識や図面の見方などを習得する。

１ 道路、河川、砂防、都市計画事業の

目的と概要を理解する。

２ 道路、河川事業の計画から工事発注、

工事完了までの流れを理解する。

３ 土木工事の基礎用語を理解する。

４ 工事図面の見方及び意味を理解する。
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１ 土木部事業の概要

２ 土木事業の概要と具体事業箇所

３ 土木事業の流れ

４ 土木用語の基礎知識

５ 工事図面の見方

６ 道路・河川関連法の基礎

７ その他

本日の講義内容
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１ 土木部事業の概要



1 総合計画・復興計画・部門別計画
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県全体の総論

総合計８の重点プロジェクト

土木部の取組

ひと 暮らし しごと

“ひとを大切にす
る”

“安心・快適に暮
らせる”

“働きたい場所（仕
事）がある”

福島県総合計画「ふくしま新生プラン」

基本目標：やさしさ、すこやかさ、おいしさあふれるふくしま共に創り、つなぐ

３
本
の
柱

「ひと」「暮らし」「しごと」が
“調和しながらシンカ（深化、進化、新化）する豊かな社会

〈安全・安心〉

防災・減災、国土強
靱化の取組による
安全・安心の確保

〈持続可能〉

建設産業のＤＸ
推進による暮ら
しやすい県土

〈豊かさ〉

「心の豊かさ」を実現
できる県土の構築

安全・安心、豊かさを次代につなぐ県土づくりプラン

基本目標：安全・安心、豊かさを次代につなぐ県土づくりプラン

＜７つの目標＞
１．震災復興

※東日本大震災と原子力災害からの復興を推進します。

２．水災害に強い県土
※激甚化する水災害を踏まえた総合的な治水対策・流域対策を
推進します。

３．安全・安心
※防災・減災、国土強靱化の取組を着実に進めます。
※社会資本の適切な維持管理を行います。

４．地方創生・にぎわい創出・健康
※県民が魅力を感じ活力に満ちたまちづくりを推進します。

５．環境・再生可能エネルギー
※環境保全に配慮した社会資本整備を推進します。

ありたい姿を実現するための施策

復興・再生 地方創生

６．産業振興
※観光・産業の活性化など地域の活力を高めるための社会基盤の

強化を推進します。

７．持続可能な建設産業
※情報通信技術を活用した生産性向上の加速化や働き方改革を

推進します。

１．避難地域等復興加速化プロジェクト

２．人・きずなづくりプロジェクト

３．安全・安心な暮らしプロジェクト

４．産業推進・なりわい再生プロジェクト

５．輝く人づくりプロジェクト

６．豊かなまちプロジェクト

７．しごとづくりプロジェクト

８．魅力発信・交流促進プロジェクト
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２ 土木事業の概要と具体事業箇所



2-1 土木事業とは
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土木事業とは

人間が生活するために必要な、道路、電気、通信、上下水道

などのライフライン（生命線）を含めた、社会基盤整備を

インフラ整備（Infrastructure）といい、これらの工事を行う

ことを土木事業という。

具体的な土木事業

①交通関連事業 ：道路、鉄道、港湾、空港など

②国土保全事業 ：治山、治水、海岸など

③ライフライン事業：上下水道、情報通信、エネルギーなど

④都市計画事業 ：街路、区画整理、公園緑地など

⑤農業基盤整備事業：灌漑、耕地整理など

⑥環境対策



2-1 土木事業とは
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昔、人民の多くは穴を掘り生活をしていたが、冬は霜、雪などに苦しめられ、夏は暑
さや蚊などに苦しめられていた。
そこに聖人が出てきて、土で土台を築き、木材を組み立て家屋を作り、棟を高くし、

軒を低くすることにより、風や雨から守り暑さを避けたので、人々の生活は安定した。

・中国の古典歴史書「淮南子（えなんじ）」（紀元前２世紀）

⇒築土構木（ちくどこうぼく）

・土木とは人民のための技術であり、英語のCivil Engieering
の概念と同じである。

土木の語源

市 民 の
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道 路



2-3-1 道路事業の概要
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（１）道路の整備

①バイパス整備
②歩道整備
③交差点拡幅
④橋梁
⑤トンネル

バイパス整備 交差点改良

歩道整備



2-3-1 道路事業の概要
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（２）道路の維持管理

①舗装補修
②路面清掃・側溝清掃
③区画線
④除草、除雪
⑤落石対策

路面清掃 除雪

除草



2-3-2 福島県が管理する道路
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管理者 主な道路
国（ＮＥＸＣＯ） 東北自動車道など

国 国道４号、４９号など
県 国道115号、289号など

主要地方道 原町・川俣線
一般県道 二本松・三春線
一級幹線道 1-11号線
二級幹線道 2-5号線
その他

市町村道 市町村

県

道路種別

高速自動車国道

一般国道

県道

【県道標識】 【市町村道標識】

３ケタ国道

【国道標識】



2-3-2 福島県が管理する道路
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県管理道路延長は、全国第３位

 県土面積も広く、必要とされる道路も多い

 橋やトンネルなどの構造物の管理も必要



2-3-2 福島県の道路施策の基本方針
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2-3-3 道路の具体事業（橋梁の補強対策）
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2-3-3 道路の具体事業（幅員･急ｶｰﾌﾞ解消）
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2-3-3 道路の具体事業（落石・冠水対策）
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2-3-3 道路の具体事業（歩道の整備）
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2-3-3 道路の具体事業（幅広路肩）
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既成概念にとらわれない歩行空間の確保



2-3-4 道路の具体事業（その他）
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◎メリット

１）安全で快適な歩行空間の確保

２）都市景観の向上

３）安定したライフラインの確保

４）情報通信ネットワークの信頼性向上

電線共同溝
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2-3-4 道路の具体事業（その他）

自転車道（サイクリングロード）
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河 川
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2-4-1 福島県が管理する河川



管理者
指定区間外・・・国
指定区間　 ・・・県

二級河川 県
準用河川
普通河川

市町村

区分

法河川以外

法河川
一級河川

2-4-1 福島県が管理する河川
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2-4-2 河川事業の概要（引堤）
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2-4-2 河川事業の概要（河道拡幅）
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2-4-2 河川事業の概要（捷水路 しょうすいろ）
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2-4-2 河川事業の概要（堤防補強・堤防嵩上げ）
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2-4-2 河川事業の概要（河床掘削）
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31

砂 防



2-5-1 砂防事業の概要
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土砂災害とは
大雨や地震などが引き金になって、山やがけが崩れたり、

水と混じり合った土や石が流出することによって人命や財産
などが脅かされる自然災害。



2-5-1 砂防事業の概要
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【被害状況】
死 者：７４名
家屋被害 全壊：１７９戸、半壊：２１７戸

一部損壊：１８９戸
（H26.12.26現在：広島市災害対策本部より）

出典；国土交通省

平成２６年８月２０日

広島市北部土砂災害



2-5-2 砂防事業の概要（土石流）

34

土砂災害の種類（土石流）

山腹、谷底にある土砂が長雨や集中豪雨などによって一
気に下流へと押し流される現象。流れの急な川があるとこ
ろや扇状地で起こることが多く、時速40～50ｋｍ程度の
スピードと強い力で被害を及ぼす。

資料提供：NPO法人土砂災害防止広報センター



2-5-3 砂防事業の概要（地すべり）
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土砂災害の種類（地すべり）

斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によって
ゆっくりと斜面下方に移動する現象。１日に数ミリ程度と
目に見えないほどの動き方が、突然ズルズルと数メートル
動くことがある。

資料提供：NPO法人土砂災害防止広報センター



2-5-4 砂防事業の概要（がけ崩れ）
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土砂災害の種類（がけ崩れ）

降雨時に地中にしみ込んだ水分により不安定化した斜面
が急激に崩れ落ちる現象。地震によって起こることもあり、
崩れた土砂は斜面の高さの2～3倍にあたる距離まで届くこ
ともある。勾配が30度以上、高さ5ｍ以上のがけは要注意。

資料提供：NPO法人土砂災害防止広報センター



2-5-6 県内の土砂災害危険箇所
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土砂災害
危険箇所

県 所 管

国(直轄)所管

土木部所管

農林水産部所管

国土交通省所管

林野庁所管

地すべり危険箇所 （※１）

山腹崩壊危険地区

崩壊土砂流出危険地区

地すべり危険地区 （※２）

土 石 流 危 険 渓 流

山腹崩壊危険地区

崩壊土砂流出危険地区

地すべり危険地区 （※３）

急傾斜地崩壊危険箇所

土 石 流 危 険 渓 流

※１ ：国土交通省所管
※２，３：農林水産省所管



2-5-7 ハード対策事業及び指定区域
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①土石流危険渓流 砂防設備
砂防指定地

地すべり防止施設
地すべり防止区域

急傾斜地崩壊防止施設
急傾斜地崩壊防止区域

②地すべり危険箇所

③急傾斜地崩壊危険箇所



不透過型えん堤

透過型えん堤

2-5-8 砂防事業について
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①砂防えん堤
保全対象を土石流の直撃や後続流の氾濫から守る。

砂防事業の目的
保全対象（集落等）を土石流等の被害から守るために、

①砂防えん堤や②渓流保全等の施設を設置する。



2-5-8 砂防事業について
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②渓流保全工事
渓岸の浸食・崩壊などの防止を目的とする。

砂防指定されている箇所は河川勾配が非常に急な箇所が多く
土石流や転石により渓岸が浸食されやすいため、浸食防止の
ために施工する。

練石積



2-5-9 地すべり対策事業について
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地すべり対策事業の目的
地すべり防止区域等において、保全対象を地すべり等によ

る被害から守るために、地すべり防止施設を設置する。
①抑止工と②抑制工がある。

＜地すべり対策事業の工法種別＞



盛土工・土留工

2-5-9 地すべり対策事業について
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①抑止工
構造物の持つ抵抗力を利用して、地すべり運動の一部又は

全部を停止されるための工法である。

杭工 アンカー工



集水井工

2-5-9 地すべり対策事業について
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②抑制工
地すべりの地形、地下水の状態などの自然条件を変化させ

ることによって、地すべりの運動力と抵抗力のバランスを改
善する。

水路工 横孔ボーリング工



2-5-10 急傾斜地崩壊対策事業について

44

急傾斜地崩壊対策事業の目的
急傾斜地法に基づき、「斜面の所有者、管理者、被害を受

ける者が困難又は不適当な箇所」で崩壊を防止する対策工事
を行う。①予防工事と②防護工事がある。

①予防工事
斜面の崩壊を未然に防ぐことにより保全対象を防護する。

植生基材吹付工 モルタル吹付工



2-5-10 急傾斜地崩壊対策事業について
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法枠工 ロックボルト工・鉄筋挿入工 グランドアンカー工



2-5-10 急傾斜地崩壊対策事業について
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②防護工事
崩壊した土砂が危害を及ぼさないようにする工事。

斜面から崩壊した土砂を受け止めるための施設を設置する。

重力式擁壁工 もたれ式擁壁工 落石防護柵
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街 路



2-6-1 街路事業の概要
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街路事業とは
都市計画事業認可を受けて都市計画道路の整備を行う事業

を「街路事業」という。
幅員、線形ともに都市計画の計画図どおりに施行する。
補助事業の場合、補助対象となる用地の買収幅は、原則と

して都市計画決定幅までとされている。



2-6-2 街路事業の整備方針
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街路事業の整備方針

①都市の骨格となる環状・放射道路の整備

②景観に配慮したまち並み形成を支援する

③渋滞ポイントの解消を図る

④快適な歩行空間を創出する

⑤中心市街地活性化を支援する

⑥交通結節点や物流拠点周辺の
道路の整備

※まちづくり推進課HPより



2-6-3 街路の具体事業
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①都市の骨格となる環状・放射道路の整備

◯小倉寺大森線（福島市太平寺）
◯県施行 延長７５８ｍ 幅員２５ｍ ４車線
◯福島市内の国道１３号西道路から国道４号までを結び、福島市内の環状道路の
役割を果たす重要幹線道路。市内の交通の円滑化や渋滞の緩和が図られた。

※まちづくり推進課HPより



2-6-3 街路の具体事業
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②景観に配慮したまち並み形成を支援する

◯荒町新町線（田村郡三春町）
◯県施行 延長３７５ｍ 幅員１８ｍ ２車線
◯三春町の中心市街地と駅周辺の新市街地を結ぶ幹線街路。
当路線は、「三春町景観条例」「まちづくり協定」に基づき、沿道まちづくり
と一体となった景観に配慮した整備を実施した。

※まちづくり推進課HPより



2-6-3 街路の具体事業

52

③渋滞ポイントの解消を図る

◯大町横塚線（郡山市大町）
◯県施行 延長６９３ｍ 幅員２８ｍ ４車線
◯郡山市内の国道４号と郡山駅の東側を結ぶ幹線道路である。
この路線の整備により駅前通りや駅周辺道路の渋滞が大幅に緩和された。

※まちづくり推進課HPより



2-6-3 街路の具体事業
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④快適な歩行空間を創出する

◯亀賀門田線（会津若松市追手町）
◯県施行 延長８７０ｍ 幅員２０～２２ｍ ２車線
◯周辺には官公庁、学校、病院などがあり、都市の骨格道路としての機能を
果たすとともに、電線類地中化や歩道無散水消雪などを施工し、雪深い
会津の冬期バリアフリーにも貢献している。

整備前

整備後

※まちづくり推進課HPより



2-6-3 街路の具体事業
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⑤中心市街地活性化を支援する

◯郡山駅庚坦原線（郡山市）
◯県施行 延長３５０ｍ 幅員３０ｍ ４車線
◯地元商店街等と一体となったシンボルロード整備を行い、商業都市郡山
の中心市街地活性化に大きく貢献した。

整備前 整備後

※まちづくり推進課HPより



2-6-3 街路の具体事業
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⑥交通結節点や物流拠点周辺の道路の整備

◯いわき駅前地区（いわき市）
◯市施行 面積南口12,400m2
◯南北自由通路、ペデストリアンデッキ、駅前広場、橋上駅、アクセス道等、
中核都市としての顔としてふさわしい整備が進められており、周辺活性化
も期待されている。

※まちづくり推進課HPより
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３ 土木事業の流れ



3-1 予算に係る流れ
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県単独事業

９月頃 本庁要望
↓

１０～１１月 予算編成
↓

2月 予算案決定
↓

3月 予算議決
↓

4月 事業費配信（箇所付）

補助事業
交付金事業

（県予算編成作業は県単と同様）

6月 国へ概算要望
↓

（1０月 国へ改要望）
↓

3月 事業実施箇所確定
↓

4月 認可申請
↓

速やかに 事業費配信（箇所付）



3-2 事業規模のイメージ
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大規模
事業

補助事業
交付金事業

・補助事業（漁港）
・交付金事業(道路)
・交付金事業(河川)（再生・復興） など

小規模

事業

県単独事業
・生活基盤緊急改善費
・道路維持補修事業
・災害防除(県単)
・河川海岸改良事業 など



3-3 事業の流れ
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事業計画の立案

基本調査

関係者説明会

【現況調査、コントロールポイント（共有地、寺社など）の把握】

実施調査

詳細設計

概略設計

【測量、土地物件調査、地質調査（ボーリング）など】

【道路線形・標準幅員、河川断面・水深など】

【地域の要望、政策 → 交通量調査 流量計算 】

用地測量

権利者調査

【事業概要への同意】

【実施設計、構造物等詳細（排水計画）、施行計画の決定】

【現地踏査、公図の転写、登記簿調査、権利者確認、
用地現況測量、面積計算、実測図作成】



3-4 事業の流れ
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【積算、施工範囲の決定】

関係者説明会

【工事監督（工程、安全、品質管理など）】

設計書作成

工事施工

工事発注（入札・契約）

工事竣工

【施工業者決定】

【工事実施への同意 】

用地買収

【竣工検査、引き渡し、支払い】

【補修、補強、災害復旧】施設の維持管理
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４ 土木用語の基礎知識



4-1-1 道路の種別
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※道路構造令第3条第1項



4-1-2 道路の区分
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※道路構造令第3条第2項

同じ種別の道路においても
「道路の種類」「地域の地形」「計画交通量」によって、
道路に求められる機能が異なるため、級別に区分している。



4-1-3 道路の構造
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表層（ひょうそう）
道路の表面の部分であり、交通の安全性

や快適性に関わる部分である。

基層（きそう）
上部の荷重を下部の路盤に伝える役割が

ある。交通量の少ない道路では省略される
場合もある。

路盤（ろばん）
上層から伝達された荷重を路床に分散さ

せて伝達する。一般的に上層と下層の２層
に分けて施工される。

路床（ろしょう）
下層路盤の下から約１ｍの範囲のこと。

路体（ろたい）
材料は主に土である。



4-1-4 側溝の種類
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U型側溝 L型側溝

可変勾配側溝 集水桝

※土木設計マニュアル（道路編）第2編3-8



4-1-4 側溝の種類
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小段排水工

縦排水工

地下排水工

※土木設計マニュアル（道路編）第2編3-15



◯乗入部の通路の種類
①第１種通路
大型トラック、トレーラー、普通乗用車（トラック含む）等の出入りする
ガソリンスタンド、工場、大型店舗、ドライン部員、駐車場等の通路
②第２種通路
普通自動車（トラック含む）等の出入りする通路で、１種及び３種通路
以外のもの。
③第３種通路
普通乗用車程度のみが出入りする一般家屋等の通路。

4-1-5 歩道等の車両乗入部

67

※土木設計マニュアル（道路編）第1編2-19

＜通路出入口の幅員＞

◯通路の形状
①A型：通路の両側にすみ切りを有するもの。
②B型：通路の片側にのみすみ切りを有するもの。



4-1-5 歩道等の車両乗入部
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第３種通路

第１種通路

第２種通路

車道部

歩道部

民地部



4-2 用地巾杭
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※土木設計マニュアル（道路編）第2編1-15
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余裕幅 0.5m

余裕幅 なし

【横断図】



4-2 用地巾杭（ようちはばぐい）
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※土木設計マニュアル（道路編）第2編1-15



4-2 用地巾杭
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※土木設計マニュアル（道路編）第2編1-16



4-2 用地巾杭
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※土木設計マニュアル（道路編）第2編1-18
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５ 工事図面の見方



5-1-1 図面の種類
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起工伺いの添付図面の寸法は、Ａ３版（A1版縮小）とする。
ただし、平面図及び縦断面図は原則Ａ１版とする。

１ 位置図
２ 平面図
３ 縦断図
４ 標準横断図
５ 横断図
６ 一般図
７ 構造図
８ 丈量図
９ その他（参考図）

A1版を縮小しているので縮尺が合いません。
（本当ならば（例）1/100（1ｍ(1000mm)→1cm(10mm)）

1/500（1m(1000mm)→0.2cm(2mm)）

注意!!

※土木設計マニュアル（設計積算編）第３章-1



5-1-2 平面図（道路と河川）
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【起点】 【終点】

測点
測点

N
o
.0

N
o
.1
0

＜道路＞

【上流】【下流】

測点 測点

N
o
.0

N
o
.1
0

川の流れ

＜河川＞



5-1-2 平面図（単曲線について）
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【用語解説】

ＢＣ：単曲線の始まり
ＳＰ：単曲線の中間点
ＥＣ：単曲線の終わり

ＢＣ．3 Ｒ＝１６００．０００
（Ｎｏ．３５＋15.83）

1600m
ＢＣ ＥＣ

SP

半径



5-1-2 平面図（基準点について）
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【平面図】

雨水は低い方に流れます。
排水計画の不備はトラブルの元

【用語解説】

T－１８
(７６．４６５)

i ＝10.0%i ＝勾配（％）
Ｌ＝延長

100m
10m

【Point】

T－１７
(７５．８８８)

「T-18地点」は「T-17地点」より
57.7cm地盤が高い

基準点N0.

地盤高(m) 地点標(鋲)
(KBM.3)
H=79.313m

【(仮)ベンチマーク】



5-1-3 標準横断図（河川）
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右岸左岸

【用語解説】

Ｈ．Ｗ．Ｌ（ハイウォーターレベル）：計画高水位（計画高水流量を流下させた時の水位）
Ｌ．Ｗ．Ｌ（ローウォーターレベル）：低水位（1年間を通して、275日間はこれ以下にならない水位）
Ｄ．Ｈ．Ｗ．Ｌ（デーハイウォーターレベル）：洪水のときの最高水位（被災水位）
Ｈ．Ｈ．Ｗ．Ｌ（ハイハイウォーターレベル）：既往最高水位（過去最高の水位）

～補足情報～
川の上流から下流を見て、
左側を左岸と呼びます。
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６ 道路・河川関連法の基礎



6-1-1 道路法について
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道路法の目的

道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び

認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を

定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する。

道路法 政令

省令

条例
規則

（道路法施行令、道路構造令、車両制限令等）

（道路法施行規則、道路構造令施行規則等）

（福島県道路占用料微収条例、福島県県道に設ける
道路標識の寸法を定める条例、福島県道路監理員
規則、福島県道路法施行規則）

道路法の法体系



6-1-2 道路法について
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道路の成立までの手続き（法第18条第1項）

（１）路線を新設する場合等（公示）

①路線指定・認定（公示）

②区域決定（公示）

③権原（けんげん）の取得

④工事の施行

⑤供用開始（公示）

（２）既路線を改良する場合（延伸、バイパス等）

①区域変更（公示）

②権原の取得

③工事の施行

④供用開始（公示）

権原とは
当該土地を道路の敷地として供用することを正当ならしめる
法律上の原因のことを指す。（所有権、地上権、賃借権、使用
賃借権等の権利）

道路は継続して半永久的に公共の用に供されるものであること
から、道路管理者としては、第三者に対抗できるような完全な
権原（所有権、地上権）を取得すべきである。

読み方についての補足
口頭では「権限」との混同を避けるため
「けんばら」とも呼ばれる。



6-1-2 道路法について
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道路台帳（法律第28条）
・道路管理者が管理道路についての基礎的事項を記載した台帳
・管理事務を円滑に遂行する上で不可欠。
・地方交付税の交付の算定基礎にも使用される。
・閲覧を求められたときは拒むことができない。（法28Ⅲ）



6-1-2 道路法について
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承認工事（法律第24条）
・道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び
実施計画について道路管理者の承認を受けて、行うもの。

・承認工事の具体例
①法面埋立工事
②車両乗入れのための歩道切下げ
ガードレール・縁石の撤去工事

③並木、街灯の設置工事
④私道の取付工事

・承認工事に関する費用は、承認を受けた者が負担する。



6-2-1 河川法について
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河川管理の目的

①洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止 治水

②河川の適正な利用 利水

③流水の正常な機能の維持 環境

④河川環境の整備と保全（平成９年改正で追加） 環境

これらの目的を、「改修事業」・「ダムの設置」・「日常の管理行為」
・「許認可（行為規制）」を通じて河川管理者は実現している。



6-2-1 河川法について
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河川管理の原則

①河川は「公共用地」
・河川区域・海岸保全区域・砂防指定地の場合、当該公物の
管理者が底地の権原（所有権等）を持っているとは限らない
が、民地部分であっても「河川」としての公物であり、
河川法の規制が及ぶ。

②河川の流水は私権の目的とはならない。
・「流水」が河川区域内の民有地を流下する場合、土地は
民有地であっても流水そのものは「公物」である。



6-2-2 河川区域
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6-2-3 河川区域に係る用語

88

○堤防
河川では、計画高水位以下の水位の流水を安全に流下させることを目的として、山に接する

場合などを除き、左右岸に築造されます。構造は、ほとんどの場合、盛土によりますが、特別
な事情がある場合、コンクリートや鋼矢板（鉄を板状にしたもの）などで築造されることもあ
ります。
○右岸（うがん）、左岸（さがん）
河川を上流から下流に向かって眺めたとき、右側を右岸，左側を左岸と呼びます。

○川表（かわおもて）、川裏（かわうら）
堤防を境にして、水が流れている方を川表，住居や農地などがある方を川裏と呼びます。

○河川区域
一般に堤防の川裏の法尻から、対岸の堤防の川裏の法尻までの間の河川としての役割をもつ

土地を河川区域と呼びます。河川区域は洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であ
り、河川法が適用される区域です。
○高水敷（こうすいじき）、低水路（ていすいろ）
高水敷は、複断面の形をした河川で、常に水が流れる低水路より一段高い部分の敷地です。

平常時にはグランドや公園など 様々な形で利用されていますが、大きな洪水の時には水に浸
かってしまいます。
○堤内地（ていないち）、堤外地（ていがいち）
堤防によって洪水氾濫から守られている住居や農地のある側を堤内地，堤防に挟まれて水が

流れている側を堤外地と呼びます。昔、日本の低平地では、輪中堤によって洪水という外敵か
ら守られているという感覚があり、自分の住んでいるところを堤防の内側と考えていたといわ
れています。
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７ その他



7 技術図書
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・土木設計マニュアル
①設計積算編
②数量算出編
③道路編
④橋梁編
⑤河川編
⑥砂防編
⑦ダム編
⑧港湾編
⑨都市計画編

県における技術的基準を定めたもの。

技術管理課ホームページ/所管図書一覧/に掲載して
おりますので、業務の参考にしてください。



7 専門用語の言い換え
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１、現況、現道→現在の状況、現在の道路。

２、橋梁、幅員→橋、道幅。

３、拡幅工事→道幅を広げる工事。

４、供用開始→利用できます、開通します。

５、用地、取得→大切な土地をお譲り頂く。

６、架設工事→橋などを架ける工事。

７、砂防堰堤→土砂が流れ出ないようにする堤防やダム。

８、想定氾濫区域→洪水で氾濫する可能性のある地域。

９、築堤、浚渫→堤防づくり、掘り下げ。

１０、河道整備→川の整備。



７用地交渉上の留意点 ～個人的な経験より～

92

②地権者側（民地）から道路を見る。（高さに注意）

③苦情があったら、すぐに現場に行って話を聞く。

④出来ないことは、初期の段階で出来ないと言う。

⑤用地買収と工事は、地権者にとっては
人生の中で一大イベントであることを認識する。
⇒地権者の立場に立ったスケジュール

①事業課と用地課との綿密な情報共有が大切。
⇒事業の目的の共有
⇒事業計画の共有（図面を理解する）
⇒用地交渉に一緒に行く
⇒地権者の要望内容の共有
⇒交渉においてどこまで言及するかを事前に共有



７ 受注者等と接する際の注意事項

①について
➢設計積算に関する情報（非公表情報）を利害関係者へ教えてはいけない。
また、用地補償等に関する個人情報は、内部においても取扱注意となる。

②について
➢現場確認、打合せ及び緊急時や情報共有のための電話やメールのほか、要望や苦情の地元
対応など、利害関係者と接する機会が非常に多い。（情報漏洩してしまうリスクが多い。）
➢また、携帯電話等により、誰も見ていない場所で連絡を取り合う機会も多いため、会話に
流され、意図せず非公表情報を発言しないよう、常に緊張感を保つこと。

③について
➢飲み物など些細なものを受け取ることが、徐々にエスカレートしていく。強い意志で受け
取りを断ること。

①について
➢設計積算に関する情報（非公表情報）を利害関係者へ教えてはいけない。
また、用地補償等に関する個人情報は、内部においても取扱注意となる。

②について
➢現場確認、打合せ及び緊急時や情報共有のための電話やメールのほか、要望や苦情の地元
対応など、利害関係者と接する機会が非常に多い。（情報漏洩してしまうリスクが多い。）
➢また、携帯電話等により、誰も見ていない場所で連絡を取り合う機会も多いため、会話に
流され、意図せず非公表情報を発言しないよう、常に緊張感を保つこと。

③について
➢飲み物など些細なものを受け取ることが、徐々にエスカレートしていく。強い意志で受け
取りを断ること。

➢受注者は、発注された業務委託や工事を受注し、調査・測量・設計・工事を行う企業のこと。
この受注者が利害関係者となる。
➢また、受注者だけでなく、業務や工事の入札に参加する企業や地権者など業務に関わる地元

住民も利害関係者となる。

➢受注者は、発注された業務委託や工事を受注し、調査・測量・設計・工事を行う企業のこと。
この受注者が利害関係者となる。
➢また、受注者だけでなく、業務や工事の入札に参加する企業や地権者など業務に関わる地元

住民も利害関係者となる。

２ 留意点２ 留意点

ポイント
①業務における非公表情報とその取扱（ルール）を覚えること。
②うっかり非公表情報を発言しないよう、緊張感を保つこと。
③金品は、一切受け取らないこと。

ポイント
①業務における非公表情報とその取扱（ルール）を覚えること。
②うっかり非公表情報を発言しないよう、緊張感を保つこと。
③金品は、一切受け取らないこと。

１ 受注者等利害関係者１ 受注者等利害関係者


